
JRFUガバナンスハンドブック説明会

(公財)日本ラグビーフットボール協会 0

日程 3月11日(木) 18:30-20:30 九州協会管下の県協会
3月12日(金) 18:30-20:30 関東協会管下の都道県協会
3月15日(月) 18:30-20:30 関西協会管下の府県協会
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ガバナンスコード/加盟団体規程対応スケジュール

12月 1月 2月 3月

日本協会

(理事会)

都道府県協
会

対応

GC : ガバナンスコード

GC公表内容説明
加盟団体規程審議

加盟団体規程説明GC方針説明

GC方針説明

△12/16 △1/20

△12/21-23

△2/17

△2/23

2/26 GC自己説明及び公表
GC自己説明及び公表準備

「加盟団体規程」施行
「承諾書」提出

1/29△ 2/12△
３支部説明会

都道府県協会へ
追加説明メール

ガバナンス研修
ハンドブック配布
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JRFUガバナンスハンドブック説明会

項目 内容

対象 都道府県協会より
• インテグリティ(ガバナンス)担当/その他 (ガバナンスの関係者)

日程 3月11日九州協会管下の県協会、3月12日関東協会管下の都道県協会、
3月15日関西協会管下の府県協会

時間 2時間 (支部単位で実施)
方法 オンライン形式(ZOOM)

内容

その他 • スケジュールが合わない場合は別の支部対象の研修への参加を可とする。
• 録画を後日提供

• 日本ラグビーフットボール協会として、高いレベルの協会運営を行うために、都道府県
協会の皆様に対して、ガバナンスに関する共通理解を持つための研修を提供する。

• 法人化している協会、法人化を予定している協会には個別の対応を予定。

挨拶 10分

ガバナンス強化の目的 20分

ガバナンスハンドブックの説明 80分

お願いと連絡事項 10分
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挨拶 岩渕 10分

ガバナンス強化の目的 常深 20分

ガバナンスハンドブックの説明
齋藤
常深
椿原

80分

お願いと連絡事項 齋藤 10分
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専務理事 岩渕健輔
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挨拶 岩渕 10分

ガバナンス強化の目的 常深 20分

ガバナンスハンドブックの説明
齋藤
常深
椿原

80分

お願いと連絡事項 齋藤 10分
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ガバナンスコード
(中央競技団体向け)

原則１ 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。

原則２ 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。

原則 3 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。

原則 4 コンプライアンス委員会を設置すべきである。

原則 5 コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。

原則 6 法務，会計等の体制を構築すべきである。

原則 7 適切な情報開示を行うべきである。

原則 8 利益相反を適切に管理すべきである。

原則 9 通報制度を構築すべきである。

原則 10 懲罰制度を構築すべきである。

原則 11 選手，指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。

原則 12 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。

原則 13 地方組織等に対するガバナンスの確保，コンプライアンスの強化等に係る指導，助言及び

支援を行うべきである。
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ガバナンスコードの運営について JRFUは、2022年度にガバナンスコード
適合性審査を受審する事が確定してお
り、高い評価を受けることを目指す。

適合性審査自己説明
及び公表

自己説明
及び公表

自己説明
及び公表

• 2021年度のTOTO助成金申請をする場合は、

2021年2月末までに自己説明・公表及び統括団体への報告完了が必要。

2021年2月 2021年10月 2022年7月 2023年10月

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

• 2020年度より開始
• 適合性審査は4年に1度
• 自己説明および公表は毎年10月末まで (2020年度のみ3月)

7



Copyright © Japan Rugby Football Union. All rights reserved.2021.3

ガバナンスコード自己説明
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【ガバナンスコード原則13】

地方組織等に対するガバナンスの確保，コンプライアンスの強化
等に係る指導，助言及び支援を行うべきである。

（1）加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明
確にするとともに，地方組織等の組織運営及び業務執行に
ついて適切な指導，助言及び支援を行うこと

(2)  地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等によ
る支援を行うこと
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都道府県協会にガバナンス強化を求めるにあたって

• ラグビーの「統括団体」として
期待される社会的な責任を
果たす

• 関東、関西、九州各支部協会、
及び都道府県協会と一体に
なって、より良い「組織運営」
（≠「競技運営」）を行う

• 都道府県協会の実情を理解しな
がら、可能な限り負担を掛け
ない方法を模索する

• よりよい「組織運営」のために
必要なものをうまく取り入れて
いく

日本協会は
何をするのか

余計な業務が
増えるのか
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都道府県協会に
口を出したいのか

何かいいことが
あるのか

11

• よい「組織運営」を行うことで、
トラブルを未然に防止し、より
よい「競技運営」が可能になる

• 日本協会、支部協会との協働に
より、共通する課題を認識し、
克服することができる

• 「競技運営」「普及活動」等に
深く携わってきていただいた支
部協会・都道府県協会の役割は
変わらない

• 他競技団体で生じたような不健
全な「組織運営」に介入するこ
とが規程上ありうるものの「最
終手段」

都道府県協会にガバナンス強化を求めるにあたって
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費用は誰が
負担するのか

加盟団体規程

• 目的（1条）

• 定義（2条）

• 加盟団体の使命（3条）

• 権限（4条）

• 届出義務（5条）

• 加盟団体に対する支援、助言、指示（6条）

• 改廃（7条）

12

都道府県協会にガバナンス強化を求めるにあたって

• 「組織運営」にかかる費用は原
則として都道府県協会の負担と
なる

• 負担が大きくなることのないよ
うよりよい方法を探るとともに、
場合によっては支援も検討
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“加盟団体規程”の狙い

• 日本協会（支部協会）と都道府県協会の関係を明確にする
• スポーツ庁のガバナンスコードの要請への対応

• 日本協会の組織運営（≠競技運営）の強化

• 内容はそれぞれの権利と義務を示すものとなる
• 決算書類、事業報告の提出など

• 権利・義務に加えて、本質は情報共有（報告/連絡/相談）と日本協
会からの支援を示すものとする
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加盟団体規程
（目的）

第１条 この規程は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会（以下「日本協会」といい、支部協会を含む。）が日本を代表する唯一のラグ
ビーフットボールの団体として日本国内のラグビーフットボールを統括するうえで、日本国内の加盟団体との関係性を規定するものである。

（定義）

第２条 加盟団体とは、以下に定める団体をいう。

（１）都道府県協会（各都道府県を代表する唯一のラグビーフットボールの団体）

（２）（仮称）リーグ法人

（３）前各号に定める団体のほか、次条に定める使命を果たすことのできる団体として日本協会が承認した団体

２支部協会とは、支部に関する規程において定められた日本協会の支部（関東ラグビーフットボール協会、関西ラグビーフットボール協会及び九州
ラグビーフットボール協会）をいう。

（加盟団体の使命）

第3条 加盟団体は、加盟団体が日本協会（支部協会を含む）とともに日本におけるラグビーフットボールの組織基盤の根幹となることを十分に理解
したうえで、日本協会（支部協会を含む）の理念等に従い、日本協会（支部協会を含む）と共同してラグビーフットボールの普及、育成及び強化に
関する各事業を行うことをその使命とする。

（権限）

第４条 都道府県協会は、「支部に関する規程」の定めに基づく支部協会の支援の下で、各都道府県におけるラグビーフットボールの普及及び振興
を行う。

２ リーグ法人の権限は、別途日本協会とリーグ法人との合意により定める。

14



Copyright © Japan Rugby Football Union. All rights reserved.2021.3

加盟団体規程
（届出義務）

第５条 加盟団体は、各事業年度に関する次の書類を、作成後速やかに（都道府県協会は支部協会を通じて）日本協会に届け出なければならない。

（１）事業計画書

（２）収支予算書

（３）役員の名簿及び業務分担表

２加盟団体は、各事業年度に関する次の書類を、事業年度の終了後速やかに（都道府県協会は支部協会を通じて）日本協会に届け出なければならな
い。

（１）事業報告書

（２）財務諸表及び収支計算書

（加盟団体に対する支援、助言、指示）

第６条 日本協会（支部協会を含む）は、加盟団体に対し、本規程に定める目的及び使命の達成に必要な範囲で支援及び助言を行うものとする。

２ 日本協会（支部協会を含む）は、加盟団体に対し、本規程に定める目的及び使命の達成に必要な範囲で指示を行うことができ、加盟団体はこれ
に従わなければならない。

（改廃）

第７条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

２ 本規程が改定された場合、加盟団体には変更後の本規程が適用されるものとする。

３ 日本協会は、本規程の改定に当たり、加盟団体の意見を聞く（都道府県協会に対しては支部協会を通じて聞く）とともに、本規程の改定までに
十分な周知期間を置くものとする。

15
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2021年度における特別措置
以下の件につき、2021年度は提出を任意とする。

第5条加盟団体は、各事業年度に関する次の書類を、作成後速やかに（都道府県協会は支部協会を
通じて）日本協会に届け出なければならない。

（1）事業計画書

（2）収支予算書

（3）役員の名簿及び業務分担表

16
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都道府県協会にガバナンス強化を求めるにあたって

日本協会は
何をするのか

余計な業務が
増えるのか

何かいいことが
あるのか

都道府県協会に
口を出したいのか

費用は誰が
負担するのか

17
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挨拶 岩渕 10分

ガバナンス強化の目的 常深 20分

ガバナンスハンドブックの説明
齋藤
常深
椿原

80分

お願いと連絡事項 齋藤 10分
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JRFUガバナンスハンドブック説明
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日本ラグビーフットボール協会インテグリティ体制

日本協会

関東協会 関西協会 九州協会

会長 森
専務理事 岩渕

インテグリティオフィサー 常深
(COS)

インテグリティ推進部門部門長 齋藤

会長 水谷
副会長 海老原

会長 萩本
理事長 松原

会長 久木元
理事長 御領園

隼あすか法律事務所
弁護士 椿原 直

弁護士 堀内弁護士 椿原
弁護士 山崎
弁護士 大嶽

都道府県協会

トップリーグ
インテグリティ
オフィサー

太田
(チェアマン)

• インテグリティオフィサーと、3支
部協会との連携によりインテグリ
ティの追求に取り組む。

• 新設のインテグリティ推進部が、
日本ラグビーフットボール協会に
おけるインテグリティ推進の中核
となる。

• インテグリティ相談窓口の活用を
推進する。

• 日本協会と支部協会と各都道府県
協会の連携強化を図る。

• 理事会での報告など、理事の関与
を強化する。

こんにちは

活動方針 • コンプライアンス委員会 (2020/7～)

• 規律委員会

弁護士 宮島
弁護士 森
弁護士 福井
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挨拶 岩渕 10分

ガバナンス強化の目的 常深 20分

ガバナンスハンドブックの説明
齋藤
常深
椿原

80分

お願いと連絡事項 齋藤 10分
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加盟団体規程
（届出義務）

第5条 加盟団体は、各事業年度に関する次の書類を、作成後速やかに（都道府県協会は支部協
会を通じて）日本協会に届け出なければならない。

（1）事業計画書

（2）収支予算書

（3）役員の名簿及び業務分担表

2 加盟団体は、各事業年度に関する次の書類を、事業年度の終了後速やかに（都道府県協会は
支部協会を通じて）日本協会に届け出なければならない。

（1）事業報告書

（2）財務諸表及び収支計算書

38



Copyright © Japan Rugby Football Union. All rights reserved.2021.3

加盟団体規程
（加盟団体に対する支援、助言、指示）

第6条 日本協会（支部協会を含む）は、加盟団体に対し、本規程に定める目的及び使命の達

成に必要な範囲で支援及び助言を行うものとする。

2 日本協会（支部協会を含む）は、加盟団体に対し、本規程に定める目的及び使命の達成に

必要な範囲で指示を行うことができ、加盟団体はこれに従わなければならない。
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都道府県協会へのサポート体制

1. 都道府県協会のガバナンス対応にHPで情報提供

2. HPにサポート窓口を開設し各種問い合わせに対応

3. 法人化検討の都道府県協会に個別対応を実施

協会運営/法人化への支援体制

- 法務サポート

- 会計サポート

窓口 : JRFU 業務推進部門

具体的な要望 (アンケートより)
• 各種規程の整備支援
• 協会運営で生じた疑問や支障への相談窓口
• 県協会主催イベントでの重大事故への損害賠償対応
• 収支管理に関する会計ソフト
• 反社チェックへの支援
• 法人化に関する事例紹介
• 法人化に向けた具体的な進め方ガイド
• 法的に必須な規程/推奨する規程等の基準
• 各種規定・協会運営に関するモデル提示等

日本協会HP / ガバナンス

• ガバナンスのお願い

• ガバナンスコードへの対応

• 「ガバナンスハンドブック」

• FAQ

• ガバナンスのお問い合わせ
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都道府県協会の皆様へのお願い

加盟団体規程に対する承諾書の提出

• 支部協会経由/3月末まで

ガバナンスハンドブックの利用と評価
• ガバナンスハンドブック/加盟団体規程等の継続的見直し

ガバナンス対応計画の検討と取り組み実施
• 法人化対応、規程整備、会計管理など
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公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 御中 
xx ラグビーフットボール協会 御中 
 
 

承諾書 
 
 

当協会は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会（以下「日本協会」といいます。）
及びその支部である xx ラグビーフットボール協会（以下 xx 協会）に対し、日本協会の定め
る加盟団体規程（2021 年 4 月 1 日施行）を理解したうえで、改めて xx 協会が所管する日本
協会の加盟団体となることを承諾いたします。 
 

2021 年 3 月 20 日

一般社団法人 xxxx 県ラグビーフットボール協会
代表理事会長 xx  xx
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